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別
紙
様
式
６
別
添
１

賃
金
改
善
明
細
（
職
員
別
表
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※
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※
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※
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※
4
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②

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

に
つ

い
て

は
、

基
準

年
度

に
支

払
う

こ
と

が
で

き
ず

、
そ

の
残

額
と

し
て

加
算

当
年

度
に

支
払

っ
た

賃
金

額
が

あ
る

場
合

は
そ

の
金

額
（

加
算

当
年

度
の

前
年

度
に

支
払

う
べ

き
残

額
に

対
応

し
た

支
払

い
賃

金
額

と
同

額
）

を
除

く
。

算
式

　
常

勤
以

外
の

職
員

の
１

か
月

の
勤

務
時

間
数

の
合

計
÷

各
施

設
・

事
業

所
の

就
業

規
則

等
で

定
め

た
常

勤
職

員
の

１
か

月
の

勤
務

時
間

数
＝

常
勤

換
算

値

備
考

欄
に

は
、

年
度

途
中

の
採

用
や

退
職

が
あ

る
場

合
に

は
そ

の
旨

、
ま

た
、

賃
金

改
善

額
が

他
の

職
員

と
比

較
し

て
高

額
（

低
額

、
賃

金
改

善
を

実
施

し
な

い
場

合
も

含
む

）
で

あ
る

場
合

に
つ

い
て

は
そ

の
理

由
を

記
載

す
る

こ
と

。

経
験

年
数

に
つ

い
て

は
、

第
４

の
２

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

「
常

勤
」

と
は

、
当

該
施

設
・

事
業

所
の

就
業

規
則

に
お

い
て

定
め

ら
れ

て
い

る
常

勤
の

従
事

者
が

勤
務

す
べ

き
時

間
数

（
教

育
・

保
育

に
従

事
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

１
か

月
に

勤
務

す
べ

き
時

間
数

が
1
2
0
時

間
以

上
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
に

達
し

て
い

る
者

又
は

当
該

者
以

外
の

者
で

あ
っ

て
１

日
６

時
間

以
上

か
つ

月
2
0
日

以
上

勤
務

す
る

も
の

を
い

い
、

「
非

常
勤

」
と

は
常

勤
以

外
の

者
を

い
う

。

区
分

２
と

区
分

３
の

加
算

に
よ

る
改

善
額

の
1
/
2
以

上
を

基
本

給
・

決
ま

っ
て

毎
月

支
払

わ
れ

る
手

当
に

よ
り

改
善

す
る

こ
と

　
｛

（
⑨

(
a
+
b
)

＋
⑩

）
/
（

⑨
＋

⑩
）

｝
≧

5
0
％

施
設

・
事

業
所

に
加

算
当

年
度

に
勤

務
し

て
い

る
職

員
全

員
（

職
種

を
問

わ
ず

、
非

常
勤

を
含

む
。

）
を

記
載

す
る

こ
と

。

【
記

入
に

お
け

る
留

意
事

項
】

常
勤

換
算

値
に

つ
い

て
、

常
勤

の
者

に
つ

い
て

は
1
.
0
と

し
、

非
常

勤
の

者
に

つ
い

て
は

下
記

の
算

式
に

よ
っ

て
得

た
値

と
す

る
。

加
算

以
外

の
部

分
で

賃
金

水
準

を
下

げ
て

い
な

い
こ

と
に

つ
い

て
（

⑮
≧

⑦
）

N
o

総
額

施
設
・
事
業
所
名

⑨
の
内
訳

備
考

基
準

年
度

の
支

払
賃

金
の

総
額

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

※
4

改
善

実
施

有
無

区
分

３
「

質
の

向
上

分
」

⑩
の
詳
細

基
準

年
度

の
処

遇
改

善
等

加
算

の
加

算
額

に
係

る
法

定
福

利
費

分

基
準

翌
年

度
か

ら
加

算
当

年
度

ま
で

の
公

定
価

格
に

お
け

る
人

件
費

の
改

定
部

分

加
算
当
年
度
の
賃
金

基
準

年
度

の
公

定
価

格
に

お
け

る
人

件
費

の
改

定
部

分

⑦
の
内
訳

区
分

２
「

賃
金

改
善

分
」

基
準

年
度

に
支

払
う

べ
き

残
額

に
対

応
し

た
翌

年
度

の
賃

金
額

加
算

に
よ

る
改

善
実

績
額

経
験

年
数

※
1

加
算

当
年

度
に

お
け

る
改

善
額

等
の

影
響

を
除

い
た

支
払

賃
金

総
額

（
⑧

－
⑨

－
⑩

－
⑪

－
⑫

－
⑬

＋
⑭

）

加
算

当
年

度
の

支
払

賃
金

の
総

額
加

算
に

よ
る

改
善

実
績

額

基
準

年
度

に
お

け
る

加
算

額
等

の
影

響
を

除
い

た
支

払
賃

金
総

額
（

①
－

（
②

－
③

）
－

④
－

⑤
＋

⑥
）

加
算

当
年

度
の

前
年

度
に

支
払

う
べ

き
残

額
に

対
応

し
た

支
払

い
賃

金
額

〇
加
算
当
年
度
の
全
て
の
職
員
の
賃
金
改
善
明
細

職
員

名

施
設

独
自

の
改

善
額基
準
年
度
の
賃
金

常
勤

非
常

勤
※

2

基
準

年
度

の
前

年
度

に
支

払
う

べ
き

残
額

に
対

応
し

た
支

払
い

賃
金

額
職

名
改

善
し

た
給

与
項

目

職
種

資
格

定
期

昇
給

相
当

額
（

加
算

当
年

度
に

お
け

る
昇

給
分

）

常
勤

換
算

値 ※
3

超
過

勤
務

手
当

等
に

係
る

調
整

額
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